
医療計画と介護保険事業（支援）計画で対応すべき需要（追加的需要）について  

「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」（平成26年厚生労働省告示第354号） 

医療計画、介護保険事業（支援）計画を一体的に作成し、これらの整合性を確保することができるよう、都道
府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場（以下、「協議の場」という。）を設置  

≪医療計画に掲げる在宅医療の必要量と介護保険事業（支援）計画に掲げる介護の見込み量の整合性
を図る≫ 

第7次医療計画及び第7期介護保険事業（支援）計画における整備目標及びサービス量の見込に係る整
合性の確保について（平成29年8月10日付医政地発0810第1号外） 
 

＜設置区域＞二次医療圏 

 

＜参 加 者＞都道府県・区市町村の医療・介護担当者 
           地域医師会等の有識者（地区医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会・保険者） 

 
＜協議事項＞①介護施設・在宅医療等の追加的需要について 

           療養病床から生じる追加的需要について、在宅医療において対応する部分と 
           介護サービスにおいて対応する部分について 
         ②具体的な見込み量及び必要量の在り方について 

           ①を踏まえた、在宅医療の必要量び介護サービスの見込み量について 

         ③目標の達成状況の評価について 

医療及び介護の体制整備に係る協議の場とは 
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医療計画と介護保険事業（支援）計画で対応すべき需要（追加的需要）について  

地域医療構想における医療需要の考え方（慢性期機能及び在宅医療等）※一部抜粋 

療養病床の入院患者数については、医療資源投入量とは別に、以下の考え方で慢性期機能及び在宅医療等の医療需要を推計する。 
 ・医療区分１の患者数の70％は、将来時点で在宅医療等で対応する患者数として推計する。 
 ・その他の入院患者数については、入院受療率の地域差がある事を踏まえ、これを解消していくことで、将来時点の慢性期・在宅医療等  
  の医療需要としてそれぞれを推計する。（療養病床で回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者数は、回復期の医療需 
  要とする。） 

⑤現時点の
老健施設の
入所者数 

【現 

状
】 

①障害者・難病
患者数 

③一般病床でC3

基準未満の患者
数 

④現時点で訪問診療を受けて
いる患者数 

【将 

来
】 

慢性期機能 及び 在宅医療等 
回復期 
機能 

②療養病床の 
入院患者数 

地域
差の
解消 

医療
区分
１の
70％ 

回復期リ
ハ病棟
の患者
数 

※ このイメージ図では将来の人口構成の変化を考慮していない。 
       実際には地域における将来の人口構成によって幅の変化が起こる。 

慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ図※ 

病床の機能分化・連携に伴い生じる
新たなサービス必要量 ＜             ＞ 

 都道府県及び市町村は、在宅医療等の新たなサービス必要量について、協議の場を活用し医療、介護各々の主体的な
取組により受け皿整備の責任を明確にした上で、次期医療計画及び介護保険事業計画における整合的な整備目標・見
込み量を設定する。 

追加的需要について 

人／日

医療区分Ⅰ
70％

地域差
医療区分Ⅰ

70％
地域差

区中央部 636 267.59 367.91 西多摩 1,065 475.50 589.36

区南部 958 475.46 482.85 南多摩 1,748 732.45 1,016.04

区西南部 1,325 621.22 704.27 北多摩西部 981 387.89 593.17

区西部 1,658 630.66 1,026.99 北多摩南部 1,477 608.95 867.63

区西北部 1,915 929.45 985.56 北多摩北部 1,048 424.64 623.02

区東北部 909 441.49 468.00 島しょ 6 5.54 0.00

区東部 610 329.42 280.88 東京都計 14,336 6,330.26 8,005.68

計 計2025年に向けて 
病床から移行 
される医療需要 



療養病床 
からの 
移行分 

入院患者医療区分１の７０％ 
 ＋地域差の解消 

平成３７年度までに移行 
  → 介護サービス・在宅医療等で対応 
 
※東京都（うち、65歳以上） 
   １４，３３６人（１３，３８１人） 

■平成37年度における
移行数を、「介護医療
院」「介護施設」「在宅
医療※」に区分 
 
■第７期介護保険事
業計画においてサービス
見込み量・第７次医療
計画に在宅医療の必要
量を記載 

医療計画と介護保険事業（支援）計画で対応すべき需要（追加的需要）について  

サービス見込量及び在宅医療の必要量の推計方法 

※ここでいう「在宅医療」とは、家
庭への退院を指す。退院した患者
に対しての医療サービスの提供方
法については、「訪問診療」と「外
来」を想定 

３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８２９年度

第７期介護保険事業計画 第８期介護保険事業計画 第９期介護保険事業計画

第７次医療計画 （中間見直し） 第８次医療計画

Ｃ３
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Ⓐ 介護医療院転換 （介護療養

型医療施設＋医療療養病床）

Ⓑ 介護施設

Ⓒ 在宅医療

Ⓓ 外来

地域医
療構想

14,336人
（うち、65歳

以上13,381人）

一般病床

療養病床



「医療及び介護の体制整備に係る協議の場」　

○保健医療計画、介護保険事業（支援）計画を一体的に作成し、これらの整合性を確保するため、都道府県・区市町村の医療・介護担当者及び地区医師

会等の有識者による「協議の場」を設置 

 【協議内容】 

 ①療養病床から生じる追加的需要について、在宅医療において対応する部分と介護サービスにおいて対応する部分の調整 

 ②具体的な見込み量、必要量の在り方について        等 

①「介護医療院」「介護施設」「家庭への退院」の区分

介護医療院 4,922

介護施設 2,416 ②「訪問診療」「外来」の区分

家庭への退院 6,043 訪問診療 495 （B）

家庭への退院 955 外来 6,503

家庭への退院のうち７％が訪問診療
                                      （患者調査）
　　　※訪問診療：（6,043＋955）×約７％＝495

介護施設  ： 家庭への退院　＝　１ ： ２．５  で按分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H28病床機能報告）

介護療養型医療施設病床数＋転換意向調査による転換病床数

64歳以下の患者

2013年実績 2025年推計
197,277

9,100

老健施設

対応

訪問診療（A）

訪問診療を受けている患者

老健施設入所者

療養病床入院患者
　　　　　（医療区分Ⅰの70％・地域差解消）

一般病床で175点未満の患者 外来

96,712

20,600

143,429
（A）

32,504

14,336

協議の場で

整合性を確保

4,400 7,008
介護医療院

介護施設

家庭への退院

訪問診療
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外来

①

②

２０２５年の訪問診療の必要量

（A）＋（B）

143,429＋495＝143,924



（単位：人／日）

2013
区市町村 訪問診療 訪問診療 新たなサービス必要量 2025計

466 560 2 562
950 1,377 5 1,382

1,798 2,412 8 2,420
1,871 2,465 9 2,474
1,923 2,241 8 2,249
7,007 9,055 31 9,086
3,335 4,542 16 4,558
6,574 9,186 32 9,218
9,909 13,728 47 13,775
2,740 4,069 14 4,083
8,860 12,231 42 12,273
2,138 2,973 10 2,983

13,738 19,273 67 19,340
2,850 4,016 14 4,030
2,963 3,966 14 3,980
5,106 8,508 29 8,537

10,919 16,490 57 16,547
1,847 2,814 10 2,824
2,802 3,714 13 3,727
3,826 5,845 20 5,865
5,022 8,583 30 8,613

13,497 20,956 72 21,028
1,540 2,094 7 2,101
4,904 7,494 26 7,520
3,409 4,678 16 4,694
9,853 14,266 49 14,315
1,647 2,047 7 2,054
2,738 3,783 13 3,796
3,682 5,692 20 5,712
8,066 11,522 40 11,562
437 641 2 643
176 237 1 238
155 239 1 240
270 380 1 381
98 147 1 148
66 95 0 95
18 16 0 16
38 32 0 32

1,258 1,787 6 1,793
3,107 5,513 19 5,532
2,436 4,197 14 4,211
1,022 1,680 6 1,686
781 1,555 5 1,560
363 716 2 718

7,708 13,661 47 13,708
893 1,560 5 1,565
581 881 3 884
614 924 3 927
380 581 2 583
452 725 3 728
338 555 2 557

3,259 5,226 18 5,244
1,067 1,491 5 1,496
1,280 2,049 7 2,056
1,668 2,556 9 2,565
1,552 2,364 8 2,372
817 1,291 4 1,295
622 944 3 947

7,007 10,695 37 10,732
1,035 1,611 6 1,617
933 1,432 5 1,437
489 761 3 764
717 1,135 4 1,139

1,139 1,645 6 1,651
4,313 6,584 23 6,607

57 60 0 60
1 2 0 2

23 21 0 21
11 12 0 12
22 19 0 19
1 1 0 1

57 61 0 61
0 1 0 1
6 9 0 9

179 186 1 187
96,712 143,429 495 143,924

※1 端数未整理のため、合計数は一致しない場合がある。
※2 「平成26年患者調査（厚生労働省）」の結果を活用して試算した数値である。
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江東区

2025

次期保健医療計画における在宅医療のサービス必要量について 
2025年の介護施設・在宅医療等の追加的需要の機械的試算（患者住所地ベース） （案） 
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